
渤
海
の
交
通
路
と
五
京
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河

上

洋

【
要
約
】
　
渤
海
の
出
京
の
位
置
に
関
し
て
、
説
の
分
か
れ
て
い
る
中
京
顕
徳
府
・
西
京
鴨
濠
府
は
、
『
遼
史
』
地
理
志
の
検
討
か
ら
中
京
は
顕
州
に
置
か

れ
、
吉
林
省
和
竜
県
西
古
城
に
、
西
京
は
同
省
臨
江
県
に
比
定
し
た
。
五
京
が
置
か
れ
た
意
義
に
関
し
て
、
そ
の
役
割
の
一
つ
が
対
外
交
通
の
拠
点
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
に
唐
と
の
交
通
は
重
視
さ
れ
た
が
、
二
本
あ
る
ル
ー
ト
の
う
ち
西
寄
り
の
そ
れ
が
奨
・
契
丹
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
塞
が
れ
た

た
め
、
東
懸
り
の
鴨
緑
江
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
の
比
重
が
高
ま
り
、
そ
れ
が
鴨
濠
府
に
西
京
の
名
が
付
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
。
ま
た
、
鴨
緑
江
沿
い
で

は
従
来
の
政
治
的
中
心
地
で
あ
る
集
安
で
は
な
く
隠
江
に
西
京
が
置
か
れ
た
の
は
、
そ
の
水
路
と
陸
路
の
転
換
点
と
い
う
地
理
的
条
件
の
た
め
で
あ
り
、

臨
急
は
唐
と
の
交
易
ル
ー
ト
の
拠
点
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
易
ル
ー
ト
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
は
東
京
葡
萄
府
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
　
七
二
巻
｛
ハ
ロ
万
　
　
一
九
八
九
年
一
　
［
口
月

は
　
じ
　
め
　
に

『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
渤
海
伝
に
よ
れ
ば
、

地
に
五
畜
、
十
五
府
、
六
十
二
州
有
り
。
粛
慎
の
故
地
を
以
て
上
京
と
為
し
、
龍
士
爵
と
添
う
。
龍
・
湖
・
渤
三
州
を
領
す
。
其
の
南
を
中
京
と
為
し
、

無
徳
府
と
日
う
。
盧
・
顕
・
鉄
・
湯
・
栄
・
興
照
門
を
領
す
。
猿
豹
の
故
地
を
東
京
と
為
し
、
豊
原
府
と
日
い
、
亦
た
棚
城
府
と
日
う
。
慶
・
塩
・
穆
・

賀
四
州
を
領
す
。
沃
沮
の
故
地
を
南
京
と
為
し
、
南
海
府
と
日
う
。
沃
・
購
・
椒
三
州
を
領
す
。
高
麗
の
故
地
を
西
京
と
為
し
、
鴨
濠
府
と
日
う
。
神
・

桓
・
豊
・
正
四
州
を
領
す
。
長
嶺
府
と
日
い
、
蝦
・
河
二
州
を
領
す
。
扶
余
の
故
地
を
扶
余
丁
と
為
す
。
常
に
勤
兵
を
屯
し
契
丹
を
拝
ぐ
。
扶
・
仙
二
州

を
領
す
。
鄭
頷
府
は
鄭
・
高
二
州
を
領
す
。
掘
婁
の
故
地
を
定
理
府
と
為
し
、
定
・
播
二
州
を
領
す
。
安
辺
府
は
安
・
慶
二
州
を
領
す
。
率
賓
の
故
地
を
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率
賓
府
と
為
し
、
華
・
益
・
建
三
州
を
領
す
。
払
浬
の
故
地
を
東
平
府
と
為
し
、
伊
・
蒙
・
浩
・
黒
・
比
五
州
を
領
す
。
鉄
利
の
故
地
を
鉄
利
府
と
為
し
、

　
　
広
・
扮
・
蒲
・
海
・
義
・
帰
六
州
を
領
す
。
越
喜
の
故
地
を
懐
学
府
と
為
し
、
達
・
越
・
懐
・
紀
・
富
・
美
・
福
・
邪
・
芝
九
州
を
領
す
。
安
遠
位
は
寧
・

　
　
邸
・
慕
・
常
四
州
を
領
す
。
又
、
郵
・
銅
・
凍
三
州
は
独
奏
州
な
り
。
藻
類
は
其
の
凍
沫
江
に
近
き
を
以
て
な
り
。
蓋
し
粟
末
書
を
謂
う
な
り
。
郷
原
は

　
　
東
南
、
海
に
瀕
し
、
罠
本
道
な
り
。
南
海
は
新
羅
道
な
り
。
鴨
豫
は
朝
貢
道
な
り
。
長
嶺
は
営
糧
道
な
り
。
扶
余
は
契
丹
道
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
渤
海
に
は
地
方
行
政
単
位
と
し
て
六
二
の
州
、
一
五
の
府
が
有
り
、
府
の
う
ち
五
箇
所
に
は
そ
れ
ぞ
れ
上
京
・
中
京
・
東
京
・

南
京
・
西
京
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
含
む
、
渤
海
の
地
理
・
風
俗
・
官
糊
を
記
し
た
部
分
は
、
既
に
指

　
　
　
　
　
　
①

摘
が
あ
る
よ
う
に
張
建
直
の
『
渤
海
国
記
』
を
引
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
張
建
章
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

州
節
度
使
の
幕
下
に
い
た
彼
は
太
笛
七
年
（
八
三
三
）
渤
海
に
使
者
と
し
て
赴
き
、
太
和
九
年
（
八
三
五
）
帰
国
後
『
渤
海
国
記
』
を
著
し
た
。
従

っ
て
、
先
の
記
事
は
九
世
紀
前
半
の
状
況
を
記
し
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
京
・
府
・
州
の
称
は
八
世
紀
後
半
、
第
三
代
大
欽
茂
（
位
七
三
八
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

七
九
三
）
の
時
代
に
既
に
見
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
ま
で
に
は
既
に
基
本
的
な
体
欄
は
整
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
渤
海
の
正
都
は
『
新
唐
書
』
渤
海
伝
に
、

　
　
天
宝
の
宋
、
欽
茂
、
上
京
に
徒
る
。
旧
国
に
直
る
こ
と
三
百
里
に
し
て
忽
平
河
の
東
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
大
宰
茂
の
代
、
天
田
年
間
の
末
（
八
世
紀
半
ば
）
に
建
国
当
初
の
根
拠
地
と
み
ら
れ
る
「
旧
國
」
か
ら
上
京
へ
徒
つ
た
。
ま
た

『
新
唐
書
』
巻
四
三
下
、
地
理
志
所
引
の
賢
耽
の
道
里
記
（
以
下
『
画
聖
記
』
と
略
称
）
に
、

　
　
ま
た
陸
行
四
百
里
に
し
て
顕
州
に
盃
る
。
天
宝
中
王
の
都
す
る
所
な
り
。

と
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
天
宝
年
聞
、
顕
州
が
王
都
と
さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
新
笹
書
』
渤
海
伝
に
よ
れ
ば
、

　
　
貞
元
の
時
、
東
南
し
て
東
京
に
徒
る
。

と
あ
り
、
貞
元
年
間
（
八
世
紀
未
）
東
京
へ
徒
つ
た
。
大
質
量
の
死
後
、
や
は
り
同
書
に
、

　
　
欽
命
死
し
、
私
に
文
殿
と
識
す
。
子
細
臨
早
に
死
し
、
族
弟
元
義
立
つ
こ
と
一
歳
、
猜
虐
に
し
て
国
人
こ
れ
を
殺
し
、
宏
臨
の
子
華
瑛
を
推
し
て
王
と
為
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す
。
上
京
に
還
り
て
年
を
中
興
と
改
む
。

と
あ
る
よ
う
に
上
京
に
還
り
、
以
後
遷
都
の
記
事
は
な
い
。
渤
海
が
契
丹
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
時
、
最
後
の
王
大
謹
課
が
居
住
し
て
い
た
の

が
上
京
三
豊
府
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
在
残
る
遺
肚
の
う
ち
で
上
京
肚
が
最
も
大
規
模
で
あ
り
周
辺
に
多
く
の
渤
海
時
代
の
墓
群
が
発
見
さ
れ
て

　
　
　
　
　
④

い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
上
京
に
戻
っ
て
以
後
は
こ
の
地
が
滅
亡
ま
で
王
都
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
王
都
は
移
動
し
た
も
の
の
、
王
都
以
外
に
四
箇
所
の
副
都
と
も
い
え
る
京
名
を
冠
し
た
府
が
遅
く
と
も
九
世
紀
前
半
以
降
一
貫

し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
以
後
こ
の
体
制
が
遼
・
金
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
渤
海
に
特
徴
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本

稿
で
は
こ
の
五
霞
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
体
制
が
と
ら
れ
た
の
か
。
従
来
環
帯
の
位
置
の
比
定
に
つ
い
て
は
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
な
ぜ
五
聖
が
置
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
深
く
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
の
拙
稿
で
は
、
渤
海
の
地

方
統
治
体
制
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、
渤
海
の
府
・
州
と
は
高
句
麗
人
の
城
邑
・
聯
韓
人
の
部
落
に
そ
の
名
を
与
え
た
に
過
ぎ
ず
、
在
地
の

首
長
層
は
「
首
領
」
な
る
官
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
地
に
お
け
る
支
配
権
を
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
形
で
支
配
平
出
に
組
み
込
ま
れ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
渤
海
の
地
方
統
治
は
在
地
勢
力
を
充
分
に
解
体
し
得
な
い
ま
ま
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
渤
海
滅
亡
後
は

結
局
各
地
に
小
勢
力
が
割
拠
す
る
状
態
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
五
京
は
こ
の
よ
う
な
遠
心
的
傾
向
を
も
つ
在
地
勢
力
を

統
制
す
る
う
え
で
支
配
範
囲
内
の
各
地
の
重
要
拠
点
を
押
さ
え
る
べ
く
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
野
阜
の
置
か
れ
た
地

点
は
渤
海
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
始
め
に
引
い
た
『
新
雪
書
』
渤

海
伝
に
「
龍
原
の
東
南
は
海
に
瀕
し
、
日
本
道
な
り
。
南
海
は
新
羅
道
な
り
。
軽
質
は
朝
貢
道
な
り
。
長
嶺
は
営
野
道
な
り
。
里
余
は
契
丹
道

な
り
。
」
と
あ
る
記
述
に
注
目
し
た
い
。
当
時
王
都
は
上
京
龍
藩
府
で
あ
っ
た
が
、
残
り
の
四
宝
の
う
ち
東
京
龍
原
府
・
南
京
南
海
府
・
西
京

鴨
濠
府
の
三
京
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
・
新
羅
・
唐
と
の
交
通
の
拠
点
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
王
子
を
冠
さ
な
い
扶
単
三
は
「
常

に
甲
兵
を
屯
し
契
丹
を
拝
ぐ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
契
丹
に
対
す
る
防
衛
の
最
前
線
基
地
と
し
て
の
役
割
が
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
三
京
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
唐
と
の
交
通
路
と
し
て
鴨
脚
府
経
由
と
長
嶺
府
経
由
の
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二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
特
に
鴨
濠
府
の
方
に
西
京
の
名
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
五
京
の
置
か
れ
た
意
義
を
渤
海
の
交
通
路
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
　
金
轡
繊
『
渤
海
岡
志
長
編
』
（
華
文
書
局
、
一
九
三
四
年
）
、
和
田
清
「
渤
海
園

　
地
理
考
」
（
『
東
洋
学
報
』
三
六
－
四
、
一
九
五
四
年
）
。

②
　
古
畑
徹
「
渤
海
建
国
関
係
記
事
の
再
検
討
一
中
軍
側
史
料
の
基
礎
的
研
究

　
1
」
（
『
朝
鮮
学
報
隔
　
一
一
二
、
　
一
九
八
隣
年
）
。

③
拙
稿
「
渤
海
の
地
方
統
治
体
制
ー
ー
一
つ
の
試
論
と
し
て
一
」
（
『
東
洋
史
研

　
究
飯
四
二
一
二
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

④
　
戦
前
、
我
が
国
の
原
田
淑
人
・
駒
弁
和
愛
等
が
発
掘
を
行
な
い
、
『
東
京
城
』

　
（
東
方
考
古
学
叢
刹
甲
種
第
五
冊
、
一
九
三
九
年
）
が
出
て
い
る
。
戦
後
、
中
華

　
人
畏
共
和
国
に
よ
っ
て
都
誠
量
の
発
掘
が
継
承
さ
れ
る
…
一
最
近
の
も
の
と
し
て

　
は
、
陳
顕
昌
「
唐
代
渤
海
上
京
龍
泉
府
量
」
（
閃
文
物
勧
一
九
八
O
l
九
）
、
黒
竜

　
江
省
文
物
考
古
工
作
隊
「
渤
海
上
京
宮
城
東
、
西
廊
廉
曲
浦
発
掘
摂
理
簡
報
」

　
（
『
文
物
』
一
九
八
五
一
一
一
）
、
同
「
渤
海
上
京
宮
城
二
、
三
、
四
号
門
祉
発
掘

　
簡
報
」
（
同
）
、
黒
竜
江
省
文
物
考
古
研
究
所
「
渤
海
上
京
宮
誠
内
房
肚
発
掘
簡
報
」

　
（
『
北
方
文
物
』
一
九
八
七
…
　
）
な
ど
が
あ
る
一
と
と
も
に
周
辺
の
墓
趾
・
山

　
城
埴
な
ど
の
発
掘
も
報
告
－
黒
竜
江
省
博
物
館
「
牡
丹
江
中
下
游
考
古
調
査
簡

以
上
の
こ

　
報
』
（
『
考
L
百
』
　
～
九
六
〇
i
四
）
、
　
呂
遵
禄
「
黒
翼
胞
子
門
省
寧
｛
女
林
　
口
伽
先
現
古
墓
葬

　
群
」
（
『
考
古
』
一
九
六
二
一
一
一
）
、
孫
秀
仁
「
略
論
海
林
童
子
渤
海
墓
卵
形
成
、

　
伝
統
和
文
鼻
繋
征
」
（
『
中
園
考
古
学
会
第
一
次
年
会
論
文
集
』
、
　
一
九
八
箇
年
）

　
な
ど
一
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
註
①
に
挙
げ
た
論
考
の
他
に
、
松
井
等
「
渤
海

　
国
の
彊
域
」
（
『
満
州
歴
史
地
理
隠
一
、
一
九
一
三
年
）
、
津
田
左
右
吉
「
渤
海
考
」

　
（
『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
一
、
一
九
一
五
年
）
、
ゐ
解
由
翼
廊
一
『
…
渤
海
史
上
の

　
諸
問
題
』
風
間
書
虜
、
　
一
九
六
八
年
）
、
新
妻
利
久
『
渤
海
國
史
及
び
日
木
と
の

　
真
黒
父
史
の
研
究
陥
（
東
山
思
電
気
大
島
ず
出
版
局
、
　
一
九
六
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑥
前
掲
拙
稿
。

⑦
　
渤
海
の
交
通
路
に
関
し
て
は
、
最
近
中
国
で
李
機
才
「
渤
海
中
京
和
朝
貢
道
」

　
（
『
北
方
論
叢
』
～
九
八
二
一
一
、
『
東
北
史
地
考
略
』
（
吉
林
文
史
出
版
、
一
九
八

　
山
照
年
）
所
収
）
・
王
侠
「
琿
質
的
噺
翻
｝
靴
墨
…
肚
与
日
塞
道
」
（
『
轡
ず
留
与
淵
休
索
』
一
九
八

　
二
一
四
）
が
診
て
、
渤
海
賭
代
の
遺
肚
を
結
ん
で
具
体
的
に
交
通
路
を
探
る
試
み

　
が
な
さ
れ
て
い
る
。

渤海の交通路と五京（河上）

第
1
章
五
京
の
位
置

（
1
）
　
研
究
史
の
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
五
器
の
位
置
比
定
に
つ
い
て
は
従
来
様
々
に
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、

度
ま
と
め
て
み
た
い
。

な
お
異
論
の
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
も
う
一
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ま
ず
上
京
龍
泉
府
に
関
し
て
は
黒
竜
江
省
寧
安
県
東
京
城
に
当
て
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
先
述
の
ご
と
く
こ
こ
に
は
現
在
残
る
渤
海
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

代
の
都
城
肚
の
な
か
で
最
大
規
模
の
も
の
が
あ
り
、
周
辺
の
古
酒
客
と
と
も
に
多
く
の
発
掘
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
中
京
学
徳
府
は
そ
の
位
置
と
と
も
に
「
旧
国
偏
・
「
難
平
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
旧
国
は
上
京
へ
徒

る
前
の
建
国
当
初
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
顕
州
は
中
京
顕
徳
府
管
轄
下
の
一
州
で
あ
り
、
『
道
叢
記
』
に
は
天
宝
年
間
に
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

都
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
地
で
あ
る
。
松
井
等
時
、
津
田
左
右
吉
属
は
こ
れ
ら
中
京
・
出
国
・
顕
州
を
全
て
同
一
地
と
み
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
問
題
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
上
京
か
ら
距
離
が
旧
国
は
三
百
里
で
あ
る
の
に
対
し
、
肥
州
は
『
隠
里
記
』
に
「
又
、
正
業
し
て
東
に
如
く

こ
と
六
百
里
、
渤
海
王
城
に
至
る
」
と
あ
っ
て
、
六
百
里
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
津
田
氏
は
六
百
里
を
三
百
里
の
誤
り
と
し
て
吉
林

省
敦
化
に
当
て
、
松
井
氏
は
逆
に
三
百
里
を
六
百
里
の
誤
り
と
し
て
吉
林
省
夜
着
仏
厳
寒
に
当
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
金
詰
戯
氏
は
三
百
里
と

六
百
里
の
相
違
を
認
め
て
両
者
を
別
地
で
あ
る
と
し
、
旧
国
を
敦
化
、
顕
州
を
吉
林
省
樺
旬
県
蘇
密
城
に
当
て
た
。
そ
し
て
中
京
と
訳
業
は
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
地
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
確
か
に
難
事
は
中
京
管
轄
下
の
州
で
あ
る
が
、
『
新
唐
書
』
渤
海
伝
に
「
其
の
南
を
中
京
と
為
し
、
顕
徳
府
と
日
う
。
盧
・

顕
・
鉄
・
湯
・
栄
・
興
六
器
を
領
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
管
轄
下
の
州
で
最
初
に
記
さ
れ
る
の
は
盧
州
で
あ
っ
て
顕
彰
は
二
番
目
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
郡
国
管
に
「
凡
そ
県
名
の
先
書
す
る
者
は
郡
の
治
す
る
所
な
り
」
と
あ
る
よ
う
な
記
載
例
に
従
え
ば
、
中
京
の
治
所
は

雲
州
に
あ
っ
て
濠
州
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
鳥
山
喜
一
氏
は
、
胴
締
と
土
州
を
別
地
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
は
金
氏
の
考
え
を
受

け
継
い
で
い
る
が
、
上
記
の
問
題
点
か
ら
中
京
一
顕
州
説
を
却
け
、
中
京
の
治
所
は
動
輪
に
あ
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
掴
国
を
指
す
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
と
し
、
顕
州
は
天
爵
年
間
に
一
時
的
に
王
都
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
の
中
京
一
二
州
一
－
軍
国
を
吉
林
省
和
竜
県
西

古
城
に
当
て
、
顕
州
を
吉
林
省
安
図
県
大
旬
子
に
当
て
て
い
る
。

　
中
京
を
西
古
城
に
当
て
る
こ
と
は
今
日
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
上
京
龍
泉
認
証
で
あ
る
東
京
城
及
び
後
に
述
べ
る
菓
京
龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

原
魚
肚
で
あ
る
八
連
城
と
ほ
ぼ
同
規
格
の
都
城
雄
が
こ
こ
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
付
近
か
ら
最
近
壁
画
古
墳
と
と
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渤海の交通路と五京（河上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
に
渤
海
第
二
の
石
刻
史
料
と
な
る
貞
孝
公
主
墓
碑
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
旧
説
に
関
し
て
は
戦
後
の
中
国
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
敦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

化
説
が
再
浮
上
し
て
き
た
。
こ
こ
に
は
敷
東
城
と
呼
ば
れ
る
古
城
肚
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
東
南
に
あ
る
六
頂
山
に
渤
海
時
代
の
古

　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

墓
群
が
発
見
さ
れ
、
中
で
も
そ
こ
か
ら
渤
海
王
大
異
茂
の
娘
と
推
定
さ
れ
る
貞
恵
公
主
の
墓
碑
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
が
渤
海
初
期
の

王
族
を
含
む
墓
群
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
貞
恵
公
主
が
当
時
の
王
都
で
あ
る
上
京
影
響
府
付
近
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
地
に
葬
ら
れ
た

の
は
、
こ
こ
が
渤
海
発
祥
の
聖
地
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
旧
国
は
こ
の
敦
化
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
な
っ
た
。

　
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
中
京
顕
徳
府
と
旧
国
は
別
の
地
で
あ
り
、
中
京
が
西
古
城
に
、
旧
国
が
敦
化
に
当
た
る
こ
と
は
認
め
て
良
い
と

思
う
。
た
だ
中
京
が
盧
州
に
置
か
れ
た
か
、
顕
州
に
置
か
れ
た
か
は
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
。
鳥
山
氏
の
よ
う
に
中
京
の
治
所
を
壷
州
で
あ

る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
こ
る
。
ま
ず
、
上
京
「
龍
」
費
府
の
甲
所
が
「
龍
」
州
で
あ
る
よ
う
な
字
の
使
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
中
京

「
顕
」
甲
府
の
治
所
は
「
顕
」
州
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
思
え
る
こ
と
。
次
に
一
時
的
に
せ
よ
府
治
で
も
な
い
顕
州
に
都
が
置
か
れ
た
の
は
何
故

な
の
か
。
駒
井
和
詩
氏
は
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
中
京
と
盧
州
・
難
解
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
中
京
は
当
初
顕
州

に
置
か
れ
、
従
っ
て
顕
徳
府
と
い
う
「
顕
」
字
を
共
通
に
も
つ
巻
舌
が
付
さ
れ
た
。
し
か
し
三
州
は
天
国
年
間
に
一
時
的
に
中
京
と
さ
れ
た
も

の
で
、
後
に
中
京
は
盧
州
に
徒
さ
れ
、
た
だ
顕
徳
府
の
名
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
従
っ
て
『
新
訳
書
』
渤
海
伝
の
記
述
で
は
盧
州
が
首

書
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
京
六
徳
府
は
新
旧
二
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
旧
顕
徳
府
で
あ
る
顕
州
は
吉
林
市
に
当
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

新
顕
謎
解
で
あ
る
節
所
が
西
古
城
に
妾
た
る
。
駒
井
民
が
顕
州
を
吉
林
市
と
し
た
主
な
論
拠
は
そ
の
特
産
物
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
新
唐
書
』

渤
海
伝
に
渤
海
の
特
産
物
を
挙
げ
た
中
で
「
顕
州
之
布
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
布
は
麻
布
を
指
す
が
、
吉
林
市
は
湾
代
以
来
麻
の
栽
培

の
盛
ん
な
土
地
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
顕
州
に
当
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
代
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
渤
海
時
代
に
通
用
す
る
か
は
疑

問
で
あ
る
。
ま
た
地
理
的
に
見
て
も
、
中
京
の
治
所
が
西
古
城
で
あ
れ
ば
そ
の
管
轄
下
に
吉
林
市
ま
で
も
含
む
と
は
考
え
に
く
い
。
吉
林
市
は

鳥
山
氏
等
が
述
べ
た
よ
う
に
独
奏
州
の
濠
州
に
当
て
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
最
近
で
は
秋
山
進
午
氏
が
や
は
り
府
治
の
移
転
説

を
と
っ
て
い
る
が
、
顕
州
を
吉
林
市
の
よ
う
な
遠
隔
の
地
と
は
せ
ず
に
西
古
城
と
海
蘭
河
を
隔
て
た
南
岸
の
河
南
屯
古
城
に
当
て
て
い
る
。
河
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南
町
古
城
は
、
各
国
蛙
と
さ
れ
る
敦
化
の
敷
東
城
と
同
様
に
外
城
と
そ
の
中
央
部
に
方
形
の
内
城
を
設
け
た
「
回
」
字
形
を
な
し
て
お
り
、
そ

の
規
模
は
敷
東
城
の
ほ
ぼ
一
・
五
倍
で
あ
る
。
ま
た
す
ぐ
南
の
龍
頭
山
に
は
先
述
の
貞
恵
公
主
墓
を
含
む
渤
海
王
族
の
墓
詣
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
こ
の
地
が
天
室
年
間
に
都
が
置
か
れ
た
顕
州
で
あ
り
、
天
堂
末
に
都
が
上
京
へ
徒
さ
れ
た
後
、
河
南
竜
古
城
の
あ
る
地
は
狭
小
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
め
に
廃
さ
れ
て
、
対
岸
の
蘇
州
の
地
に
中
京
応
徳
府
た
る
西
古
城
が
築
か
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
盧
州

に
中
京
顕
徳
府
が
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
し
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
『
遼
史
』
地
理
志
に
は
、
渤

海
滅
亡
後
、
遼
の
領
域
内
に
徒
さ
れ
た
各
州
に
つ
い
て
渤
海
時
代
の
沿
革
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
顕
州
條
に
「
も
と
渤
海
顕
徳
府

の
地
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
盧
劇
論
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
遼
史
』
の
記
述
を
信
じ
る
か
ぎ
り
、

渤
海
滅
亡
の
時
点
で
盧
州
は
中
京
背
徳
府
の
二
業
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
『
遼
史
』
地
理
志
は
誤
り
が
多
く
、
そ
の
真
偽
は
改
め

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
東
京
龍
原
府
は
吉
林
省
琿
春
県
八
連
城
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
上
京
龍
泉
府
肚
で
あ
る
東
京
城
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

中
京
顕
徳
府
祉
で
あ
る
西
古
城
と
同
規
格
の
都
城
趾
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
ゆ

　
南
京
南
海
府
の
比
定
に
は
諸
説
が
あ
る
。
松
井
氏
は
朝
鮮
威
鏡
北
道
鏡
城
に
、
鳥
山
喜
一
氏
は
威
鏡
馬
道
北
青
に
、
和
田
清
琉
は
成
鏡
南
道

威
興
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
渤
海
伝
に
南
京
南
海
府
を
「
薄
墨
の
故
地
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
渤
海
が
日
本
へ
派
遣
し
た
使

節
が
一
時
期
南
海
府
よ
り
出
航
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
南
京
南
海
府
が
朝
鮮
威
皇
道
の
日
本
海
沿
岸
の
何
れ
か
の
地
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
以
上
文
献
の
う
え
か
ら
は
確
定
し
が
た
い
。
た
だ
、
詳
細
な
報
告
書
は
季
に
し
て
い
な
い
が
、
最
近
朝
鮮
民
主
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

人
民
共
和
国
に
お
い
て
北
青
に
南
京
南
海
府
肚
と
さ
れ
る
土
城
杜
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

　
西
京
鴨
届
書
は
吉
林
省
臨
江
県
に
当
て
る
説
が
大
勢
を
占
め
る
。
そ
の
論
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
遼
史
』
巻
三
八
、
地
理
志
、
東
京
道

濠
州
の
條
に
、

　
　
繋
属
、
業
平
軍
、
節
度
。
も
と
高
麗
の
故
国
な
り
。
渤
海
、
西
京
密
漁
府
と
号
す
。
城
高
三
丈
、
渦
輪
二
十
黒
な
り
。
神
・
桓
・
豊
・
正
四
州
の
事
を
都
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渤海の交通路と五京（河上）

　
　
督
す
。
故
県
は
三
、
神
鹿
・
神
化
・
剣
門
、
皆
廃
す
。
…
…
統
州
四
、
県
二
。

　
　
　
榿
州
。
高
麗
中
の
都
城
な
り
。
故
県
三
、
桓
都
・
神
郷
・
王
水
、
皆
廃
す
。
…
…
戸
七
百
、
豫
州
に
算
す
。
西
南
二
百
里
に
在
り
。

　
　
　
豊
州
。
渤
海
盤
安
郡
を
置
く
。
故
雑
修
、
安
豊
・
渤
恪
・
隈
壌
・
瑛
石
、
皆
廃
す
。
戸
三
百
。
豫
州
に
讃
す
。
策
北
二
百
一
十
里
に
在
り
。

　
　
　
正
州
。
…
…
渤
海
沸
流
郡
を
置
く
。
沸
流
水
有
り
。
戸
五
百
。
濠
州
に
慰
す
。
西
北
三
百
八
十
里
に
在
り
。
…
…

と
あ
る
。
こ
の
記
事
と
『
新
子
書
』
渤
海
伝
の
「
高
麗
の
故
地
を
西
京
と
為
す
。
鴨
濠
府
と
恋
う
。
神
・
桓
・
豊
・
正
四
州
を
領
す
。
」
と
い

う
記
述
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
渤
海
の
西
京
鴨
濠
府
は
神
州
に
置
か
れ
て
桓
・
豊
・
正
州
を
管
轄
下
に
置
き
、
身
代
に
な
っ
て
神
州
が
濠
州
に

名
を
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
先
に
触
れ
た
『
道
芝
記
』
に
は
唐
か
ら
渤
海
へ
至
る
交
通
路
と
し
て
鴨
泣
顔
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
東
半
島
の
登
州
よ
り
海
路
で
遼
東
半
島
を
経
て
鴨
緑
江
河
口
に
至
り
、
さ
ら
に
舟
で
鴨
緑
肥
を
遡
る
ル
…
ト
で
あ

る
（
以
下
登
州
ル
ー
ト
と
称
す
…
一
文
末
地
図
参
照
1
）
。
そ
の
鴨
緑
江
を
遡
る
部
分
の
記
述
に
、

　
　
禽
獣
江
口
よ
り
舟
行
す
る
こ
と
三
余
里
、
乃
ち
小
肪
も
て
流
れ
を
訴
る
こ
と
東
北
三
十
里
に
し
て
泊
湖
口
に
至
り
、
渤
海
の
境
を
得
。
又
流
れ
を
添
る
こ

　
　
と
五
百
里
に
し
て
丸
都
県
繊
に
隔
る
。
故
高
麗
王
都
な
り
。
又
策
北
に
流
れ
を
源
る
こ
と
二
百
里
に
し
て
神
州
に
至
る
。

と
あ
る
。
高
句
麗
の
黒
雲
都
丸
都
は
現
在
の
吉
林
省
集
安
堵
に
当
た
り
、
先
に
引
い
た
『
新
史
』
地
理
志
の
熱
意
の
岩
蟹
の
中
に
同
音
の
桓
都

が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
が
渤
海
時
代
の
桓
州
の
地
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
鴨
緑
江
を
遡
っ
た
地
点
に
あ
る
神
州
は
そ
の
距
離
・

方
向
か
ら
臨
江
付
近
に
当
て
ら
れ
る
。

　
た
だ
鳥
山
既
は
臨
江
付
近
が
狭
隙
で
あ
り
、
そ
れ
ら
し
い
遺
芳
も
見
号
せ
な
い
こ
と
、
腸
管
江
沿
岸
の
最
重
要
地
は
高
句
麗
の
旧
王
都
で
あ

る
集
安
で
あ
り
、
こ
の
地
こ
そ
「
高
麗
の
故
地
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
か
ら
、
『
二
面
』
の
記
事
は
誤
り
で
西
京
旧
記
府
は
桓
嘉
す
な

わ
ち
集
安
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
先
の
中
京
智
徳
府
の
場
合
と
同
じ
く
『
遼
史
』
地
理
志
の
信
頼
性
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
次
に
『
遼
史
』
地
理
志
の
本
論
に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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（
2
）
　
『
遼
史
』
地
理
志
の
検
討
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遼
は
渤
海
を
滅
ぼ
し
た
後
、
そ
の
住
民
の
有
力
な
者
を
強
制
移
住
さ
せ
た
。
『
遼
史
』
地
理
志
は
こ
の
移
住
さ
せ
る
前
の
現
住
地
の
沿
革
を

移
住
後
の
沿
革
と
結
び
つ
け
て
一
箇
所
に
記
し
た
た
め
混
乱
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
特
に
東
京
道
の
記
述
に
お
い
て
顕
著
で

あ
る
。
渤
海
滅
亡
後
、
そ
の
住
民
の
大
規
模
な
移
住
は
二
度
に
渉
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
　
一
度
め
は
遼
の
太
祖
が
渤
海
を
滅
ぼ
し
た
直
後
（
九

二
六
年
）
、
主
と
し
て
皇
都
（
後
の
上
京
臨
漢
府
）
周
辺
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
太
祖
は
渤
海
の
隅
支
配
範
囲
を
東
之
国
と
し
て
皇
太
子

耶
律
倍
に
統
治
を
委
ね
た
。
し
か
し
遺
民
の
反
乱
に
苦
し
み
、
太
宗
の
代
に
な
っ
て
（
九
二
八
年
）
帯
留
羽
之
の
建
言
を
容
れ
て
東
丹
国
民
を
遼

陽
（
後
の
東
京
遼
池
魚
）
周
辺
に
移
住
さ
せ
、
渤
海
旧
支
配
地
域
の
直
接
支
配
を
放
棄
す
る
に
至
る
。
こ
れ
が
二
度
め
で
あ
る
。
一
度
め
の
移
住

に
関
し
て
は
、
例
え
ば
上
京
道
の
上
京
臨
漢
府
長
泰
県
條
に
、

　
　
長
泰
県
。
も
と
渤
海
長
平
県
民
な
り
。
太
祖
、
大
飯
護
を
伐
ち
、
先
に
こ
の
邑
を
得
て
其
の
人
を
京
の
西
北
に
遷
し
、
漢
人
と
雑
居
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
そ
の
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
度
め
の
移
住
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
な
い
。
例
え
ば
東
京
道
開
年
魚
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
開
州
、
籔
度
。
も
と
滅
豹
の
地
な
り
。
高
麗
、
豊
州
と
為
し
、
渤
海
、
東
京
龍
原
府
と
為
す
。
宮
殿
あ
り
。
慶
・
塩
・
穆
・
賀
四
州
の
事
を
都
督
す
。
故

　
　
県
六
、
龍
原
・
永
安
・
鳥
山
・
壁
谷
・
熊
山
・
白
楊
と
萄
う
、
皆
廃
す
。
…
…
豊
州
三
、
県
一
。

　
　
　
開
遠
県
。
も
と
柵
城
の
地
な
り
。
高
麗
、
龍
原
県
と
為
し
、
渤
海
こ
れ
に
因
る
。
遼
初
廃
す
。
…
…

　
　
　
塩
州
。
も
と
渤
海
龍
河
郡
な
り
。
故
轍
四
、
海
陽
・
学
海
・
格
川
・
龍
河
、
皆
廃
す
。
戸
三
百
。
高
州
に
下
す
。
相
摺
る
こ
と
一
百
四
十
里
。

　
　
　
四
顧
、
保
和
軍
、
刺
史
。
も
と
渤
海
会
農
郡
な
り
。
故
県
四
、
会
農
・
水
墨
・
順
化
・
美
県
、
皆
廃
す
。
戸
三
百
。
諸
藩
に
隷
す
。
東
北
、
開
州
に
至

　
　
　
　
る
こ
と
一
百
二
十
里
。
…
…

　
　
　
賀
州
、
刺
史
。
も
と
渤
海
搾
油
郡
な
り
。
故
県
四
、
洪
賀
・
送
誠
・
吉
理
・
石
山
、
皆
廃
す
。
戸
三
百
。
開
州
に
飛
す
。



v’ ﾝ海の交通路と五京（河上）

　
　
　
　
　
　
　
⑰

松
井
霊
鑑
に
よ
れ
ば
、
開
州
は
遼
寧
省
鳳
城
県
に
当
た
り
、
渤
海
の
東
京
龍
原
府
と
は
別
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
鳳
城
に
旧
渤
海
の
東
京
龍
薮
蛇

の
住
民
を
移
住
さ
せ
た
こ
と
か
ら
く
る
誤
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
渤
海
時
代
の
状
況
を
記
し
た
部
分
の
み
を
抜
き
出
せ
ば
『
新
盤
書
』
渤
海

伝
の
記
述
と
矛
盾
し
な
い
。
開
州
の
場
合
、
両
者
を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
a
『
新
唐
書
』
渤
海
伝

　
　
癒
豹
故
地
為
東
京
、
日
龍
原
府
、
亦
日
棚
城
府
、
領
慶
、
塩
、
穆
、
賀
四
州
。

　
b
『
遼
史
』
地
理
志

　
　
本
滅
豹
地
、
渤
海
為
東
京
龍
開
府
、
都
督
慶
、
塩
、
穆
、
賀
四
州
事
。
故
県
六
、
日
龍
原
、
永
安
、
烏
山
、
壁
谷
、
熊
山
、
白
楊
。

こ
の
よ
う
に
a
・
b
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
b
に
は
a
に
見
え
な
い
県
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
だ
a

を
引
き
写
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
独
自
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
県
名
以
外
に
も
両
者
は
若
干
表
現
が
異
な
る
。
ま
ず

a
「
猿
豹
故
地
」
と
b
「
本
塁
芝
地
」
は
同
じ
事
を
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
文
字
（
「
猿
」
と
「
議
」
）
と
表
現
が
少
し
異
な
る
。
和
田
清

　
　
　
　
⑱

氏
に
よ
れ
ば
、
a
の
「
某
々
故
地
」
と
い
う
表
現
は
渤
海
人
自
身
が
そ
の
支
配
範
囲
を
区
分
す
る
際
に
用
い
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
。
同
じ
意

味
の
こ
と
を
記
す
b
が
独
自
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
や
は
り
渤
海
人
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

次
に
挙
げ
ら
れ
る
相
違
点
は
属
州
を
a
は
「
領
す
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
b
は
「
都
督
す
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
は
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
三
、
蕃
俗
、
渤
海
、
桓
武
天
皇
延
暦
十
五
年
四
月
戊
子
條
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
渤
海
国
は
高
麗
の
故
地
な
り
。
天
命
開
別
天
皇
七
年
、
高
麗
王
高
氏
、
唐
の
滅
ぼ
す
所
と
為
る
。
後
、
天
之
真
宗
豊
祖
父
天
皇
二
年
、
大
昌
栄
始
め
て
渤

　
　
海
国
を
建
つ
。
和
同
六
年
、
｛
唐
の
冊
立
を
受
く
。
其
の
国
、
延
滞
二
千
塁
、
州
県
館
駅
無
く
、
処
々
に
村
里
有
り
。
皆
靱
鵜
都
落
な
り
。
其
の
百
姓
は
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
楊
多
く
土
人
少
な
し
。
智
土
人
を
以
て
村
長
と
為
す
。
大
村
を
都
督
と
日
い
、
次
を
刺
史
と
憩
う
。
其
下
百
姓
皆
日
首
領
。
…
…

こ
の
記
事
は
渤
海
と
同
時
代
の
も
の
で
、
渤
海
の
地
方
支
配
の
状
況
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
先
の
拙
稿
で
述
べ
た

如
く
、
渤
海
の
府
・
州
の
実
態
は
中
国
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
靱
輯
人
・
高
句
麗
人
の
部
落
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
規
模
な
も
の
に
府
、
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そ
れ
に
次
ぐ
規
模
の
も
の
に
州
の
名
を
付
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
「
大
村
を
都
督
と
日
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
村
の
村
長
す
な
わ
ち
府

の
長
宮
は
都
督
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
b
の
「
都
督
す
」
と
い
う
表
記
も
『
遼
史
』
の
作
文
で
は
な
く
、
基

づ
く
史
料
に
既
に
そ
の
よ
う
な
表
記
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
先
述
の
如
く
『
新
唐
書
』
の
記
事
は
張
建
章
『
渤
海
国
記
』
に
拠
っ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
b
の
茶
通
が
a
の
記
事
に
ほ
ぼ
対
応
し
、
さ
ら
に
独
自
の
記
述
を
含
む
こ
と
か
ら
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

は
b
も
『
渤
海
国
記
』
を
利
用
し
た
可
能
性
。
b
に
し
か
な
い
県
名
は
『
渤
海
国
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
た
が
a
で
は
省
略
さ
れ
た
と
考
え
れ

ば
良
い
。
た
だ
『
渤
海
国
記
』
が
遼
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
か
は
確
認
で
き
な
い
。
二
つ
目
は
『
渤
海
国
記
』
の
さ
ら
に
も
と
に
な
っ
た
史
料
、

或
い
は
そ
れ
と
同
系
等
の
渤
海
人
自
身
の
史
料
を
利
用
し
た
可
能
性
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
遼
史
』
地
理
志
は
信
用
し
得
る
史
料
に
基
づ
い
て
い

る
と
考
え
る
。

　
次
に
そ
の
史
料
の
利
用
の
仕
方
で
あ
る
。
遼
は
開
選
挙
に
見
ら
れ
る
如
く
、
し
ば
し
ば
渤
海
時
代
の
府
と
州
の
統
轄
関
係
を
崩
さ
ず
に
そ
の

ま
ま
移
住
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
場
合
渤
海
時
代
に
関
す
る
記
録
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
移
住
先
の
州
の
記
事
に
挿
入
さ
れ
て
a
・
b
の
よ
う

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
『
墨
型
』
地
理
志
で
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
部
分
は
も
と
の
史
料
を
そ
れ
ほ
ど
い
じ
っ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
東
京
道
海
州
條
で
は
、

　
　
a
沃
沮
故
地
為
南
京
、
日
南
海
府
、
領
沃
、
請
、
椒
三
州
。

　
b
本
沃
沮
国
地
、
渤
海
号
南
京
南
海
府
、
都
督
沃
、
晴
、
椒
三
州
。
故
県
六
、
沃
沮
、
鷲
巌
、
龍
由
、
浜
縁
、
昇
平
、
霊
泉
。

の
よ
う
に
な
り
、
開
州
條
と
同
じ
こ
と
が
見
え
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
西
京
鴨
量
器
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
a
高
麗
故
地
為
西
京
、
日
鴨
濠
府
、
領
神
、
桓
、
豊
、
正
四
州
。

　
　
b
本
高
麗
故
圏
、
渤
海
号
西
京
鴨
濠
府
、
都
督
神
、
桓
、
豊
、
正
四
州
事
。
故
県
下
、
神
鹿
、
神
化
、
剣
門
。

従
っ
て
西
京
は
や
は
り
『
遼
史
』
の
記
述
の
通
り
神
州
に
置
か
れ
た
と
し
て
良
い
と
思
う
。

　
先
に
問
題
と
し
て
残
し
て
お
い
た
中
京
顕
徳
府
の
場
合
は
若
干
状
況
が
異
な
る
。
『
遼
史
』
地
理
志
東
京
道
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
中
京
顕
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⑳

徳
府
の
管
轄
下
の
州
の
う
ち
、
鉄
、
興
、
湯
、
栄
の
五
州
は
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
が
顕
州
だ
け
は
別
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
州

の
間
に
は
先
の
開
州
、
海
州
、
薩
州
條
で
見
た
よ
う
な
統
轄
関
係
は
な
い
。
ま
た
、
顕
州
條
に
「
も
と
渤
海
顕
徳
府
の
地
な
り
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
一
方
で
東
京
遼
陽
府
の
條
に
も
「
中
京
顕
徳
府
と
号
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
遼
代
の
顕
州
は
渤
海
時
代
の
摺
糠
と
本
来
関
係
が
な
い
。

と
い
う
の
は
藍
田
の
顕
州
は
「
皇
宗
置
く
。
以
て
顕
陵
を
奉
ず
。
顕
陵
は
東
丹
人
皇
王
の
墓
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
祖
耶
律
阿
保
機
の

長
子
で
東
丹
国
王
で
あ
っ
た
愛
心
倍
の
陵
墓
を
奉
ず
る
た
め
に
倍
の
子
世
宗
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
州
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
顕
州
が

「
も
と
顕
徳
府
の
地
な
り
。
」
と
さ
れ
た
の
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
に
な
る
史
料
に
、
渤
海
時
代
顕

州
に
中
京
顕
徳
府
が
置
か
れ
て
い
た
事
が
記
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
遼
代
の
同
名
の
顕
州
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ろ
う
か
。
一
方
、
盧
州
の
條
に
は
中
京
顕
徳
府
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
中
京
顕
徳
府
は
盧
州
に
で
な
く
池
州
に
置

か
れ
た
と
考
え
た
い
。

　
中
京
顕
下
府
の
住
民
は
太
祖
の
代
の
一
度
め
、
太
宗
の
代
の
二
度
め
も
と
も
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
遼
史
』
地
理
志
、
上
京
道
、
永

封
条
こ
、

グ
季
番

　
　
長
寧
県
、
も
と
顕
徳
府
の
県
名
な
り
。
太
祖
、
南
海
を
平
げ
、
其
の
民
を
此
に
遷
す
。

と
あ
り
、
顕
徳
府
管
轄
下
に
長
寧
県
な
る
県
が
存
在
し
、
こ
れ
が
渤
海
滅
亡
時
に
徒
さ
れ
て
永
州
管
轄
下
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

が
『
遼
史
』
地
理
志
の
盧
、
鉄
、
興
、
湯
、
崇
州
條
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
州
県
」
と
し
て
渤
海
時
代
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
県
名
が
列
挙

し
て
あ
る
た
め
、
こ
の
長
草
県
は
お
そ
ら
く
残
る
藁
筆
の
管
轄
下
の
県
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
東
京
道
菓
京
遼
陽
府
條
に
、

　
　
興
遼
衆
、
も
と
漢
の
平
郭
県
の
地
な
り
。
渤
海
改
め
て
長
寧
県
と
為
す
。

と
あ
る
。
先
の
上
京
道
永
州
條
の
記
事
に
よ
り
、
二
度
め
の
移
住
の
際
に
徒
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
東
京
遼
陽
府
の
興
遼
県
は
、
移
住
前
は

中
京
顕
徳
府
の
県
で
あ
る
長
寧
県
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
既
に
金
銃
繊
氏
が
考
証
し

た
如
く
東
京
単
身
府
管
轄
下
の
他
の
県
も
多
く
は
旧
渤
海
の
中
京
王
徳
府
よ
り
徒
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
れ
故
に
、
東
京
遼
陽
府
條
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に
「
中
京
顕
単
車
と
号
す
」
と
い
う
記
述
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
宗
が
雑
筆
を
建
て
て
以
来
、
東
京
遼
掌
中
管

轄
下
の
住
民
の
一
部
が
さ
ら
に
こ
の
地
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
顕
州
、
山
東
県
條
に
、

　
　
山
東
県
。
も
と
漢
の
望
平
県
な
り
。
穆
宗
、
渤
海
永
豊
県
の
民
を
割
き
て
陵
戸
と
為
し
、
積
慶
宮
に
癒
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
あ
る
永
豊
県
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
金
銃
献
身
が
言
う
よ
う
に
、
顕
州
、
書
手
県
條
に
、

　
　
奉
先
県
。
も
と
漢
の
無
慮
県
、
即
ち
医
巫
閥
、
幽
冥
の
鎮
山
な
り
。
病
竃
、
遼
東
長
楽
県
の
民
を
析
き
て
以
て
陵
戸
と
為
し
、
長
寧
宮
に
隷
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
あ
る
長
楽
県
も
東
京
斜
陽
府
、
遼
陽
県
條
に
見
え
る
「
常
楽
県
」
と
同
じ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
と
渤
海
の
中
京
薄
徳
府
1
1

顕
州
の
県
が
徒
さ
れ
た
こ
と
も
遼
の
甲
州
が
「
も
と
遡
上
府
の
地
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
京
顕
徳
府
は
渤
海
滅
亡
時
ま
で
顕
州
に
置
か
れ
、
遼
太
祖
が
渤
海
を
滅
ぼ
し
た
際
に
顕
州
の
住
民
の
一
部
を
上
京
臨

漢
府
周
辺
に
移
住
さ
せ
、
さ
ら
に
太
宗
代
に
な
っ
て
東
京
遼
陽
府
下
に
移
し
た
と
見
た
い
。
そ
し
て
顕
州
の
住
民
の
み
が
東
京
遼
陽
府
に
移
さ

れ
た
時
点
ま
で
に
三
州
と
他
の
州
と
の
統
轄
関
係
は
切
り
離
さ
れ
、
盧
州
以
下
の
五
州
は
ば
ら
ば
ら
に
東
京
道
管
里
下
に
徒
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
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以
上
（
1
）
・
（
2
）
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
下
京
の
う
ち
、
上
京
塗
上
府
は
黒
竜
江
省
寧
安
県
東
京
城
、
中

京
顕
掌
中
は
吉
林
省
和
竜
県
西
古
城
、
東
京
龍
原
府
は
同
省
琿
春
肥
八
連
城
に
残
る
遺
習
に
比
定
し
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
中
京
顕

徳
府
は
盧
州
に
置
か
れ
た
か
、
或
い
は
顕
州
に
置
か
れ
た
か
で
説
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
『
遼
寧
』
地
理
志
の
記
述
を
認
め
て
減
亡
時
ま
で
一

貫
し
て
顕
州
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。
南
京
南
海
府
は
威
最
南
最
北
青
に
残
る
遺
堤
が
有
力
で
あ
る
が
な
お
確
定
で
き
な
い
。
西
京
鴨

湶
府
は
遺
祉
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
や
は
り
『
遼
史
』
地
理
志
の
記
述
を
認
め
て
神
州
す
な
わ
ち
吉
林
省
古
製
県
と
考
え
る
。

　
①
　
は
じ
め
に
註
①
・
⑤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
津
田
左
右
吉
前
掲
論
文
。

　
②
　
は
じ
め
に
註
④
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
前
掲
『
懇
唐
書
』
渤
海
伝
「
天
宝
宋
、
欽
茂
徒
上
京
、
直
達
國
三
百
里
、
忽
汗

　
③
　
松
井
等
前
掲
論
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
之
東
。
」
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⑥
金
疏
職
前
掲
書
。

⑦
鳥
山
喜
一
「
渤
海
中
京
考
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
三
四
1
　
、
一
九
四
群
羊
）
及

　
び
前
掲
書
。

⑧
鳥
山
喜
一
・
藤
田
亮
策
『
間
島
省
古
蹟
調
査
報
告
』
（
満
州
国
民
生
部
、
一
九

　
四
二
年
）
、
鳥
山
喜
一
註
⑦
論
文
、
斎
藤
優
「
満
州
国
海
蘭
平
野
の
渤
海
遺
蹟
」

　
（
『
考
古
学
雑
誌
』
四
〇
1
｝
、
一
九
五
四
年
置
。

⑨
　
延
早
朝
鮮
自
治
州
博
物
館
「
渤
海
貞
孝
公
主
墓
発
掘
清
理
簡
報
」
（
『
社
会
科
学

　
戦
線
』
一
九
八
二
i
一
）
。
ま
た
、
西
古
城
周
辺
の
渤
海
時
代
墓
群
雲
の
発
掘
報

　
告
と
し
て
、
郭
鼻
翼
「
和
竜
渤
海
宵
墓
出
土
的
幾
重
金
飾
」
（
『
文
物
隔
　
九
七
三

　
i
八
）
、
延
辺
朝
鮮
自
治
州
博
物
館
「
和
竜
県
北
大
渤
海
墓
葬
清
理
回
報
」
（
『
東

　
北
考
古
和
歴
史
』
創
刊
号
、
一
九
八
二
年
）
が
あ
る
。

⑩
　
単
慶
麟
「
渤
海
旧
由
黒
城
肚
調
査
」
（
『
文
物
』
　
一
九
六
〇
一
六
）
。

⑪
　
王
承
礼
・
曹
王
椿
「
吉
林
敦
化
六
野
山
渤
海
古
西
」
（
『
考
古
』
一
九
六
一
一
六
）
、

　
王
承
礼
「
敦
化
六
頂
山
渤
海
墓
葬
清
理
発
発
掘
記
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九
七

　
三
i
三
）
。

⑫
閻
万
章
「
渤
海
〃
貞
恵
公
主
墓
碑
”
的
研
究
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
穴
－
二
）
、

　
金
銀
識
「
関
予
〃
渤
海
貞
恵
公
主
墓
碑
研
究
”
的
補
充
」
（
同
上
）
。

⑬
　
駒
井
和
愛
「
渤
海
の
旧
国
・
顕
州
・
中
京
顕
徳
府
に
つ
い
て
」
（
『
大
類
伸
博
士

　
喜
寿
記
念
史
学
論
文
集
』
、
日
本
女
子
大
学
文
学
部
史
学
科
研
究
室
、
　
一
九
六
二

　
年
）
。

⑭
秋
山
進
午
「
渤
海
“
塔
藩
”
壁
画
墓
の
発
見
と
研
究
」
（
『
大
境
臨
一
〇
、
　
九

　
八
六
年
）
。
な
お
中
国
に
お
い
て
も
孫
進
己
「
渤
海
斗
出
考
」
（
『
北
方
論
叢
』
一

　
九
八
二
一
四
）
が
府
治
移
動
説
を
唱
え
て
い
る
。
孫
氏
は
前
期
聖
徳
府
ほ
顕
州
を

　
吉
林
省
大
蒲
柴
河
西
留
出
河
古
城
に
、
後
期
顕
華
府
玉
璽
州
を
西
古
誠
に
当
て
て

　
い
る
。

⑯
　
鳥
山
喜
　
・
藤
田
亮
作
前
掲
書
、
斎
藤
優
「
間
島
省
帯
磁
春
一
拉
城
に
就
い
て
」

　
（
『
考
古
学
雑
誌
』
三
国
ー
五
、
　
一
九
四
二
年
）
、
同
『
半
巾
城
主
渤
海
の
遣
蹟

　
調
査
』
（
琿
春
県
公
署
、
一
九
四
二
年
）
。
最
近
で
は
、
王
侠
前
掲
論
文
、
李
健
才

　
「
琿
春
…
渤
海
古
類
聚
」
（
『
東
北
中
一
華
考
略
曝
、
　
士
R
林
文
史
出
版
、
　
一
九
八
六
年
）

　
な
ど
が
あ
る
。

⑯
闇
黒
祖
「
量
剥
せ
昇
三
望
則
潮
壁
胡
。
下
眉
弁
暑
劃
定
全
量
神
且

　
エ
」
『
王
継
エ
エ
唱
ユ
T
』
　
一
九
八
六
－
一
）

⑰
松
井
等
「
満
州
に
於
け
る
遼
の
彊
域
」
（
『
満
州
歴
史
地
理
』
二
、
一
九
一
四
年
）
。

⑯
和
田
清
前
掲
論
文
。

⑲
最
後
の
部
分
の
解
釈
に
関
し
て
は
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
訓
読
を
保
留
す
る
。

　
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑳
『
新
唐
書
』
渤
海
徴
で
は
栄
州
で
あ
る
が
、
『
遼
史
』
地
理
志
で
は
崇
州
に
作

　
る
。

⑳
　
『
遼
史
』
三
八
、
地
理
志
二
、
東
京
道
青
磁
「
盧
州
、
玄
徳
軍
、
刺
史
。
本
渤

　
総
理
盧
郡
、
故
県
五
、
山
陽
・
杉
慮
・
艶
陽
・
白
巌
・
霜
巌
、
皆
廃
。
戸
三
百
。

　
在
京
東
一
百
三
十
里
。
兵
事
本
業
女
直
湯
河
司
。
統
県
ご
。

⑳
　
同
上
、
東
京
遼
陽
府
「
仙
郷
梁
。
本
漢
隊
県
、
渤
海
為
永
豊
県
」

⑳
　
嗣
上
「
遼
陽
県
。
本
渤
海
圏
賢
徳
臨
地
。
漢
沢
水
県
、
高
麗
改
勾
麗
県
、
渤
海

　
為
常
楽
県
。
戸
一
千
五
百
」
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第
2
章
　
交
通
路
上
に
お
け
る
五
京
の
役
割

90　（912）

（
1
）
　
西
京
鴨
濠
府
の
場
合

　
前
章
で
は
五
京
の
位
置
を
従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
整
理
し
た
。
次
に
こ
の
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
占
め
る
地
理
的
位
置
が
ど
の
よ

う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
五
号
は
十
五
府
の
中
で
も
渤
海
支
配
者
層
に
と
っ
て
特
に
重
要
視
さ
れ
た
地
点
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
り
と
し
て
西
京
鴨
濠
府
の
位
置
に
注
目
し

た
い
。

　
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
京
実
義
府
は
志
州
ル
ー
ト
上
に
あ
っ
た
が
、
唐
と
渤
海
を
結
ぶ
ル
ー
ト
と
し
て
は
こ
の
他
に
も
う
一
本
、
唐
の

営
州
（
遼
寧
省
朝
陽
市
）
を
出
る
ル
ー
ト
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
道
里
記
』
に
、

　
　
営
州
よ
り
曝
す
る
こ
と
百
八
十
里
に
し
て
燕
巣
誠
に
至
る
。
坐
禅
羅
守
捉
を
経
て
導
水
を
渡
り
、
安
東
鞍
手
府
に
至
る
こ
と
蒐
百
里
。
府
は
故
漢
の
裏
平

　
　
域
な
り
。
…
…
都
護
府
よ
り
東
北
し
て
古
着
牟
、
新
城
を
経
、
又
渤
海
長
嶺
府
を
経
て
千
五
百
里
に
し
て
渤
海
王
城
に
至
る
。
誠
は
生
汗
海
に
臨
み
、
其

　
　
の
西
南
三
十
里
に
古
粛
慎
城
有
り
。
其
の
北
徳
里
鎮
を
経
て
南
黒
水
鯨
鵜
に
至
る
こ
と
千
里
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
播
州
か
ら
東
進
し
て
揚
煮
を
渡
り
、
現
在
の
遼
陽
、
撫
順
を
経
て
渾
河
沿
い
を
遡
り
、
分
水
嶺
を
越
え
て

松
花
江
上
流
の
点
語
河
流
域
へ
出
る
全
て
陸
路
の
ル
ー
ト
で
あ
る
（
以
下
営
州
ル
1
ト
と
称
す
1
文
末
地
図
参
照
1
…
）
。
こ
の
ル
ー
ト
上
に
は
渤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

海
の
十
五
府
の
一
つ
で
あ
る
長
嶺
府
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
ル
ー
ト
上
に
と
も
に
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
渤
海
に
と
っ

て
唐
と
の
交
通
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
二
つ
の
う
ち
特
に
鴨
濠
府
の
方
に
西
京
の
名
が
冠
さ
れ
た
の
は
何

故
だ
ろ
う
か
。
純
粋
に
地
理
的
条
件
か
ら
両
者
を
比
較
す
る
と
鴨
細
江
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
（
登
州
ル
：
ト
）
は
決
し
て
便
利
と
は
い
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

近
年
の
資
料
で
あ
る
が
、
『
満
州
地
名
大
辞
典
』
の
臨
江
の
項
に
、



　
　
帽
児
山
よ
り
長
白
に
至
る
も
の
最
平
坦
に
し
て
車
馬
を
通
ず
る
こ
と
を
喜
べ
き
も
其
他
の
道
路
は
一
部
馬
背
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
尤
も
通
化
奉
天
は

　
　
幹
道
に
し
て
車
馬
の
往
来
比
較
的
頻
繁
な
る
も
老
爺
嶺
は
頗
る
険
阻
な
る
為
、
旅
行
者
の
困
難
と
す
る
処
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
臨
江
（
幡
児
山
）
か
ら
の
陸
路
は
険
阻
な
山
道
で
あ
り
、
同
書
の
鴨
緑
江
の
項
に
、

　
　
急
灘
浅
瀬
散
在
し
て
、
水
利
大
な
り
と
云
ふ
こ
と
能
は
ず
。
加
ふ
る
に
冬
季
四
ケ
月
聞
は
結
氷
期
に
し
て
、
夏
季
七
八
両
月
は
洪
水
の
禍
あ
り
、
秋
に
入

　
　
れ
ば
減
水
の
憂
あ
り
て
、
一
年
の
半
ば
は
水
運
の
価
値
な
し
。
然
れ
ど
も
上
流
沿
岸
地
方
は
、
山
嶽
重
畳
し
、
僅
か
に
人
肩
、
馬
背
に
依
り
貨
物
商
品
を

　
　
運
搬
す
る
に
過
ぎ
ず
、
下
流
地
方
は
や
や
平
夷
に
し
て
困
難
少
な
し
と
錐
も
水
運
に
比
す
れ
ば
労
力
運
賃
の
点
に
於
て
大
な
る
差
あ
る
を
免
か
れ
ず
。
是

　
　
れ
恩
讐
江
が
水
利
上
幾
多
の
障
碍
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
満
点
交
界
地
方
に
於
け
る
交
通
上
唯
一
の
本
道
脈
と
し
て
生
命
つ
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
所
以
に
し
て

渤海の交通路と五京（河上）

と
あ
る
よ
う
に
、
陸
路
よ
り
は
ま
し
に
せ
よ
鴨
緑
江
水
運
に
も
障
害
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
営
州
ル
ー
ト
は
比
較
的
平
坦
な
コ
ー
ス
が
多
く
交

通
の
便
は
良
い
と
い
え
る
。
東
北
地
方
は
だ
い
た
い
東
部
が
長
白
山
系
の
山
岳
地
帯
、
西
部
が
遼
河
・
松
花
江
流
域
の
平
野
部
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
④

後
代
の
こ
の
地
方
の
幹
線
路
は
、
例
え
ば
宋
か
ら
金
に
使
者
と
し
て
赴
い
た
許
充
宗
・
洪
皓
か
ら
近
く
は
南
満
州
鉄
道
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

駆
血
を
渡
っ
た
後
、
春
陽
、
工
率
、
四
平
、
長
春
（
或
い
は
農
安
）
、
を
経
て
恰
爾
濱
方
面
へ
抜
け
る
、
営
州
ル
ー
ト
よ
り
さ
ら
に
西
寄
り
の
ル

ー
ト
で
あ
っ
た
（
文
士
地
図
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
渤
海
時
代
に
は
『
新
二
塁
』
渤
海
伝
に
「
鴨
濠
は
朝
貢
道
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
主
と
し
て
最

も
東
寄
り
の
登
州
ル
ー
ト
が
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
断
片
的
な
が
ら
そ
れ
を
示
す
史
料
も
存
在
す
る
。

　
渤
海
は
建
国
後
先
天
二
年
（
七
＝
二
）
に
至
っ
て
唐
の
冊
立
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
記
念
し
て
冊
立
使
二
王
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た

鴻
櫨
井
の
碑
な
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
現
在
は
わ
が
国
皇
室
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
遼
東
志
』
巻
一
、
山
川
、
金
州
條
に
、

　
　
鴻
三
井
二
（
割
註
　
白
州
旅
順
口
黄
金
山
の
麓
に
在
り
。
井
上
石
に
刻
し
て
、
面
持
節
日
労
靱
鵜
使
鴻
脇
廃
盤
析
難
井
両
口
永
空
輸
験
開
元
二
年
五
月
十

　
　
　
八
日
造
の
凡
そ
三
十
一
字
有
り
。
）

と
あ
る
よ
う
に
も
と
も
と
旅
順
黄
金
山
の
麓
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
旅
順
は
登
州
ル
ー
ト
上
の
地
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
利
用
さ
れ
た
の
は
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こ
の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
九
世
紀
に
入
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
旧
唐
子
』
巻
一

二
四
、
李
正
己
伝
に
、

　
　
遂
に
正
己
を
立
て
て
帥
と
為
す
。
朝
廷
因
っ
て
平
鷹
潤
青
節
度
観
察
使
、
海
運
押
薪
羅
渤
海
両
蕃
使
、
検
校
工
部
尚
書
、
兼
御
史
大
夫
、
青
州
刺
史
を
授

　
　
け
、
今
の
名
を
賜
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
安
史
の
乱
以
後
登
州
を
管
轄
下
に
置
い
た
澄
青
節
度
使
が
「
海
運
押
新
羅
渤
海
両
蕃
使
」
を
兼
ね
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る

し
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
、
開
成
四
年
（
八
三
九
）
八
月
十
三
日
條
に
、

　
　
聞
く
な
ら
く
、
栢
公
已
下
九
隻
の
船
は
青
山
浦
に
あ
り
、
さ
ら
に
渤
海
の
交
難
船
あ
り
、
同
じ
く
彼
の
浦
に
泊
ま
る
。

同
じ
く
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
三
月
二
日
條
に
、

　
　
登
州
都
督
府
の
城
は
東
（
西
）
一
里
、
南
北
一
里
。
…
…
城
南
の
街
東
に
修
羅
館
・
渤
海
館
あ
り
。

開
成
五
年
三
月
二
十
日
條
に
は
、

　
　
早
に
発
ち
、
西
に
行
く
こ
と
二
十
里
、
野
中
に
て
渤
海
の
使
に
逢
い
ぬ
。
上
都
よ
り
園
に
帰
る
な
り
。

と
あ
っ
て
、
登
州
に
滞
在
中
の
円
仁
が
実
際
に
渤
海
の
交
易
船
や
使
節
を
見
聞
し
、
登
州
に
は
彼
ら
の
た
め
の
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
円
仁
よ
り
少
し
前
、
始
め
に
記
し
た
よ
う
に
太
和
七
年
渤
海
に
使
者
と
し
て
赴
い
た
張
旗
章
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、

　
　
癸
丑
秋
、
方
舟
も
て
東
し
、
海
濤
万
里
、
明
年
秋
秒
、
忽
汗
州
に
達
す
。

と
あ
り
、
幽
州
節
度
使
は
無
勢
を
そ
の
管
轄
下
に
置
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
営
州
か
ら
の
陸
路
で
は
な
く
海
路
を
と
っ
て
い
る
。

　
で
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
不
便
な
東
寄
り
の
ル
ー
ト
を
と
っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
時
渤
海
の
西
方
、
シ
ラ
ム
レ
ン
・

老
恰
河
流
域
に
い
た
契
丹
・
契
に
よ
っ
て
営
州
ル
ー
ト
を
含
む
西
寄
り
の
ル
ー
ト
が
し
ぼ
し
ば
塞
が
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
旧
唐
虞
』
巻
三
九
、

地
理
志
、
営
州
條
に
、

　
　
営
戸
出
都
督
府
。
…
…
万
歳
通
天
二
年
、
契
丹
李
万
栄
の
陥
す
所
と
為
る
。
神
龍
元
年
、
府
を
単
車
の
界
に
移
し
置
き
、
傍
っ
て
漁
陽
・
玉
田
二
県
を
領
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渤海の交通路と五京（河上）

　
　
す
。
陽
元
四
年
、
復
た
移
し
て
柳
城
に
還
る
。
八
年
、
又
往
き
て
漁
陽
に
就
く
。
十
一
年
、
又
柳
城
薄
霧
に
還
る
。
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
渤
海
挙
国
の
契
機
と
も
な
っ
た
万
歳
通
天
二
年
（
六
九
七
）
の
契
丹
人
の
反
乱
に
よ
っ
て
営
州
そ
の
も
の
が
開
元
四
年
（
七
一
六
）

に
至
る
ま
で
契
丹
の
占
領
下
に
あ
っ
た
。
『
旧
念
書
』
巻
一
九
九
下
、
渤
海
靱
鵜
伝
に
渤
海
成
立
当
初
の
唐
と
の
交
渉
の
状
況
を
記
し
て
、

　
　
中
宗
即
慌
し
、
待
御
史
張
行
笈
を
遣
し
、
往
き
て
招
慰
せ
し
む
。
鉾
栄
、
子
を
遣
し
て
入
侍
せ
し
む
。
将
に
珊
立
を
加
え
ん
と
す
る
に
、
た
ま
た
ま
契
丹
、

　
　
突
豚
と
連
濁
辺
を
冠
し
、
使
命
達
せ
ず
。
容
宗
先
天
二
年
、
郎
将
直
訴
を
遣
し
、
往
き
て
酢
栄
を
騰
拝
し
て
昇
騰
衛
員
外
大
将
軍
、
渤
海
郡
王
と
為
す
。

　
　
傍
っ
て
其
の
統
ぶ
る
所
忽
汗
州
た
る
を
以
て
、
忽
勢
州
都
督
を
舶
援
す
。
こ
れ
よ
り
毎
歳
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
。

と
あ
り
、
最
初
の
冊
立
使
は
突
厭
と
結
ん
だ
契
丹
に
よ
っ
て
渤
海
へ
の
行
路
を
阻
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
故
に
先
に
述
べ
た
崔
桁
（
訴
）

が
先
天
二
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
渤
海
へ
冊
立
使
と
し
て
赴
い
た
際
に
は
海
路
（
野
州
ル
ー
ト
）
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
唐
が
営
州
を
回
復

し
て
以
後
も
契
丹
・
奨
は
そ
の
背
後
の
突
厭
・
回
鵠
の
消
長
に
も
伴
っ
て
あ
る
時
は
唐
に
服
し
、
あ
る
時
は
反
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
た
め
、

営
州
ル
ー
ト
よ
り
志
州
ル
ー
ト
の
方
が
安
全
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
張
上
野
が
海
路
を
と
っ
た
の
も
甲
州
節
度
使
と
契
丹
と
の
緊
張
関

係
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
契
丹
・
愛
に
よ
っ
て
営
州
ル
ー
ト
が
し
ば
し
ば
塞
が
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
唐
と
の
交
通
路
と
し
て
登
州
ル
ー
ト
の

比
重
が
相
対
的
に
高
ま
り
、
そ
れ
故
に
登
霞
ル
ー
ト
上
の
雪
濠
府
の
方
に
西
京
の
名
が
冠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
西
京
鴨
湶
府
の
墨
焼

江
上
の
位
置
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
西
京
鴨
濠
府
は
現
在
の
吉
林
省
臨
江
県
に
当
て
ら
れ
る
。
し
か

し
鳥
山
氏
が
そ
れ
に
反
対
す
る
論
拠
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
に
、
渤
海
成
立
以
前
の
鴨
緑
江
沿
岸
の
政
治
的
中
心
地
は
か
つ
て
の
高
句
麗
王
都
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
っ
た
集
安
で
あ
り
、
臨
江
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
る
と
渤
海
は
高
句
麗
の
継
承
国
を
標
榜
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な

ぜ
集
安
に
で
は
な
く
臨
江
に
西
京
を
置
い
た
の
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
臨
江
の
立
地
条
件
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
目
に

着
く
の
は
、
こ
の
地
が
唐
と
渤
海
を
結
ぶ
濃
州
ル
ー
ト
上
に
お
い
て
水
路
と
陸
路
の
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
道
里
記
』

を
再
び
引
く
と
、
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常
緑
江
口
よ
り
舟
行
す
る
こ
と
百
余
里
、
乃
ち
小
言
も
て
流
れ
を
詣
る
こ
と
東
北
三
十
里
に
し
て
点
点
口
に
至
り
、
渤
海
の
境
を
得
。
又
流
れ
を
閉
る
こ

　
　
と
五
百
里
に
し
て
丸
都
県
城
に
至
る
。
故
高
麓
王
都
な
り
。
又
東
北
に
流
れ
を
重
る
こ
と
二
百
里
に
し
て
神
州
に
至
る
。
又
陸
行
す
る
こ
と
四
百
里
に
し

　
　
て
顕
州
に
至
る
。
天
宝
中
王
の
都
す
る
所
な
り
。
又
正
直
し
て
束
に
如
く
こ
と
六
百
里
に
し
て
渤
海
王
誠
に
至
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
鴨
緑
江
を
舟
で
神
州
（
臨
江
）
ま
で
遡
り
、
そ
こ
か
ら
先
は
陸
路
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
水
上
交
通
路
と
し
て
の

鴨
緑
江
の
地
理
的
条
件
が
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鴨
緑
江
の
水
運
に
関
し
て
は
近
年
の
も
の
し
か
資
料
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
、
例
え
ば
一
九
三
二
年
の
竹
内
虎
治
氏
の
報
告
で
は
鴨
緑
江
を
五
つ
に
区
分
し
て
そ
の
水
運
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
水
源
区
　
水
源
よ
り
二
十
四
道
溝
に
至
る
二
十
邦
里
の
匿
間
で
あ
っ
て
水
勢
及
水
量
と
も
に
少
く
河
川
と
し
て
の
効
用
は
な
い
。
唯
二
十
四
極
量
か
ら
七

　
　
　
邦
里
の
上
流
区
域
内
は
僅
か
に
木
材
の
管
流
を
為
す
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
上
流
区
　
二
十
四
道
溝
か
ら
下
流
帽
児
山
（
蒲
江
祭
）
に
至
る
間
は
水
勢
緩
か
に
水
量
も
亦
惚
々
藤
野
し
て
小
型
戎
克
及
高
瀬
舟
の
航
行
を
見
る
。

　
　
中
流
区
　
帽
児
山
か
ら
渾
江
口
に
痴
る
間
は
河
床
の
勾
配
漸
く
減
じ
水
量
も
加
わ
り
て
流
筏
能
力
の
如
き
は
前
区
に
比
し
二
倍
と
な
り
三
十
石
積
槽
子
又

　
　
　
は
高
瀬
舟
の
航
行
は
容
易
で
あ
る
。

　
　
下
流
区
略

　
　
江
口
区
　
略

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
上
流
区
と
中
流
区
の
境
界
点
が
盤
質
で
あ
り
、
こ
こ
よ
り
下
流
に
お
い
て
三
十
石
積
黒
子
（
ジ
ャ
ン
ク
の
一
種
）
の
航
行
が

容
易
に
な
る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
『
満
州
地
名
大
辞
典
』
の
臨
江
の
項
に
も
、

　
　
当
地
は
船
子
船
（
戎
克
）
の
最
上
流
鳶
頭
に
し
て
出
入
船
は
五
〇
石
積
み
内
外
と
し
、
一
ケ
年
の
出
入
数
七
〇
〇
隻
を
算
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
規
模
の
船
が
鴨
緑
江
を
遡
っ
て
停
泊
が
可
能
な
最
上
流
地
点
が
臨
江
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
道
里
記
』
に
お
い

て
神
州
か
ら
陸
路
を
た
ど
っ
て
い
る
の
は
そ
の
状
況
が
古
代
以
来
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
句
麗
の
場
合
、
王
都

が
画
工
か
ら
平
壌
へ
移
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
そ
の
政
治
的
中
心
は
朝
鮮
半
島
の
方
へ
南
下
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
、
鴨
三
江
の
集
安
よ
り
上
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流
の
地
域
は
さ
ほ
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
渤
海
の
支
配
地
域
は
よ
り
東
北
へ
拡
が
っ
て
い
く
と
と
も
に
そ
の
中
心
地

は
中
国
東
北
地
方
奥
地
、
す
な
わ
ち
牡
丹
江
の
上
・
中
流
域
に
あ
っ
た
。
し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
西
寄
り
の
交
通
路
が
し
ば
し
ば
塞
が
れ

る
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
地
域
と
中
国
中
原
地
域
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
鴨
緑
江
上
・
中
流
域
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と

も
に
こ
の
よ
う
な
臨
江
の
地
理
的
条
件
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
臨
江
の
果
た
す
役
割
と
し
て
、
軍
事
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
防
衛
の
拠
点
と
も
見
ら
れ
る
が
、
唐
と
は
第
三
代
の
大
忌
茂
以
降
概
し
て
平
和
な
関
係
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
む
し
ろ
物
資
の
集
散
地
と

し
て
の
役
割
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
渤
海
に
と
っ
て
唐
と
の
交
通
は
政
治
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
朝
貢
、
回
賜
の
形
を
と
る
交

易
の
う
え
で
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
唐
朝
と
の
間
の
み
な
ら
ず
、
先
に
挙
げ
た
『
旧
触
書
』
李
正
儀
伝
に
「
渤
海
の
名
馬
を
草

市
す
る
こ
と
歳
々
絶
え
ず
。
」
と
あ
る
よ
う
に
潤
青
節
度
使
と
の
間
に
も
交
易
関
係
が
結
ぼ
れ
、
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
で
見
た
よ
う
に
登
州

に
渤
海
の
交
易
船
が
往
来
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
唐
と
の
交
易
に
よ
る
物
資
の
流
れ
の
な
か
で
水
路
と
陸
路
の
転
換
点
と
い
う
臨
江
の
地
理

的
条
件
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
が
登
州
ル
ー
ト
上
に
お
い
て
集
安
で
は
な
く
野
江
に
西
京
が
置
か
れ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）
　
そ
の
他
の
京
の
場
合

渤海の交通路と五京（河上）

　
五
京
の
一
つ
で
あ
る
西
京
の
位
置
が
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
他
の
京
に
つ
い
て
も
同
様
の
兇
方
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
可
能
性
を
考
え
得
る
の
は
東
京
島
原
府
で
あ
る
。
東
京
雪
原
府
は
現
在
の
吉
林
省
暉
春
芳
書
連
城
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
は
『
新

唐
書
』
渤
海
伝
に
「
龍
原
、
東
南
は
海
に
瀕
し
、
日
本
道
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渤
海
の
命
日
使
の
根
拠
地
に
な
っ
て
い
た
。
日
本
へ
の

出
航
地
は
現
在
の
ソ
導
爆
沿
海
州
ポ
シ
ェ
ト
湾
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
涜
聖
茂
の
「
琿
春
的
渤
海
遺
跡
与
日
本
道
」
（
は
じ
め
に
註
⑦
）

に
は
八
連
城
か
ら
ポ
シ
ェ
ト
湾
へ
至
る
ル
ー
ト
上
の
板
石
、
ク
ラ
ス
キ
ノ
に
渤
海
時
代
の
古
城
肚
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
琿

春
周
辺
の
渤
海
時
代
の
遺
垢
は
こ
れ
ら
だ
け
で
は
な
い
。
王
侠
氏
に
よ
れ
ば
、
平
城
が
春
化
・
三
家
子
に
、
山
城
が
春
化
・
楊
泡
に
、
留
置
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
三
家
子
・
馬
濫
訴
に
残
る
と
し
て
い
る
。
楊
泡
・
馬
三
婆
・
春
化
は
現
在
の
東
福
へ
の
道
筋
に
あ
た
り
、
落
去
に
は
渤
海
の
率
賓
府
に
当
て
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⑩

ら
れ
る
大
城
子
古
城
肚
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
渤
海
時
代
に
お
け
る
菓
京
龍
原
府
か
ら
率
賓
府
へ
の
ル
ー
ト
の
存
在
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

『
新
唐
書
』
渤
海
伝
に
は
渤
海
支
配
地
域
各
地
の
特
産
品
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
率
賓
の
馬
」
が
あ
る
。
一
方
先
に
引
い
た
『
新

淫
書
』
李
正
己
伝
に
「
渤
海
の
名
馬
を
都
市
す
る
こ
と
歳
々
絶
え
ず
。
」
と
あ
る
よ
う
に
渤
海
の
名
馬
が
澄
青
節
度
使
と
の
主
た
る
交
易
品
と
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
が
率
賓
府
の
馬
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
率
賓
府
か
ら
東
京
石
原
府
へ
の
交
通
路
は
さ
ら
に
西
へ
伸
び
て
登
州
ル
ー
ト
と
つ
な
が

る
交
易
ル
ー
ト
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
東
京
篭
原
府
を
経
由
す
る
交
通
路
は
、
日
本
・
唐
と
結
び
つ
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
新
羅
へ
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
『
新
婦
書
』

渤
海
伝
に
「
南
海
、
新
羅
道
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
対
新
羅
交
通
の
最
終
的
な
拠
点
は
南
京
南
海
府
で
あ
っ
た
が
、
『
三
国
史
記
』
巻
三
七
、

地
理
志
に
よ
れ
ぽ
「
新
羅
泉
井
郡
よ
り
柵
城
府
に
至
る
ま
で
凡
そ
三
十
九
駅
」
と
あ
る
。
棚
城
府
は
東
京
龍
原
茸
の
別
名
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

か
ら
現
在
の
威
鏡
南
道
徳
源
に
当
た
る
新
羅
の
泉
井
郡
へ
の
交
通
路
が
通
じ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
東
京

龍
原
府
（
夏
春
）
を
出
て
威
皇
道
の
海
岸
沿
い
を
南
下
し
、
南
京
南
海
府
（
北
青
か
P
）
を
経
由
し
て
泉
井
郡
（
徳
源
）
へ
至
る
道
筋
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
東
京
龍
原
棉
は
日
本
へ
渡
航
す
る
際
の
拠
点
で
あ
り
、
率
賓
府
よ
り
登
州
ル
ー
ト
を
通
っ
て
唐
へ
向
う
中
継
点
で

あ
り
、
新
羅
へ
の
交
通
の
起
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
吉
言
府
か
ら
の
ル
ー
ト
は
馬
を
介
し
て
潤
青
節
度
使
と
結
ぶ
交
易
ル
ー

ト
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
日
本
と
の
交
通
も
そ
の
目
的
が
当
初
の
政
治
的
な
も
の
か
ら
八
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

半
ば
ご
ろ
か
ら
経
済
的
な
も
の
に
転
換
し
、
つ
い
に
は
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
四
、
殊
俗
、
渤
海
、
天
長
三
年
（
八
二
六
）
三
月
戊
辰
條
の
藤
原

緒
嗣
の
上
奏
文
中
に
渤
海
遣
老
使
を
評
し
て
「
実
は
こ
れ
商
旅
に
し
て
隣
客
と
す
る
に
足
ら
ず
。
」
と
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
東
京

龍
原
府
の
果
た
す
役
割
に
関
し
て
も
、
交
易
ル
ー
ト
の
拠
点
と
し
て
の
経
済
的
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
東
京
笹
原
府
以
外
の
京
に
つ
い
て
は
考
え
る
手
掛
り
が
充
分
に
な
い
。
上
京
画
塾
府
は
王
都
で
あ
る
か
ら
置
く
と
し
て
、
南
京
南
海
府
の
場

合
は
先
述
の
如
く
対
新
羅
交
通
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
渤
海
と
新
羅
の
交
渉
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
史
料
が
残
っ
て
い
な

い
た
め
、
南
京
南
海
府
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
交
通
路
と
の
関
連
で
い
え
ぼ
、
『
続
日
本
紀
』
巻
三
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渤海の交通路と五京（河上）

四
、
光
仁
天
皇
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
正
月
癸
酉
條
に
、
渤
海
の
遣
日
使
が
「
南
海
府
吐
号
浦
」
か
ら
出
航
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

南
京
南
海
府
が
日
本
へ
の
出
航
地
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
中
京
顕
徳
府
に
つ
い
て
は
『
道
里
記
』

に
神
州
（
西
京
鴨
漁
府
）
か
ら
王
城
（
上
京
龍
泉
府
）
に
至
る
陸
路
の
中
継
地
と
し
て
顕
州
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

前
章
で
『
無
難
』
地
理
志
の
検
討
か
ら
中
京
徳
府
は
虚
州
に
で
は
な
く
一
貫
し
て
顕
州
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
渤
海
に
と
っ
て
唐

と
の
交
通
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
交
通
路
上
の
要
地
に
京
が
置
か
れ
た
と
す
れ
ぼ
、
『
道
里
記
』
の
記
事
は
中
京
学
徳
府
が
顕
州
に
置
か
れ
た
一

つ
の
傍
証
に
な
る
。

①
　
長
嶺
府
の
位
置
に
つ
い
て
は
な
お
定
説
が
な
い
。
松
井
等
氏
（
「
満
州
に
お
け
る

　
遼
の
領
域
」
、
前
掲
）
は
渾
河
と
輝
発
河
の
分
水
嶺
の
南
、
英
額
門
付
近
に
当
て
、

　
津
園
左
右
吉
琉
（
「
渤
海
考
」
、
前
掲
）
は
纐
面
河
上
流
の
北
山
城
子
に
当
て
て
い

　
る
。
こ
れ
に
対
し
最
近
李
健
才
氏
（
「
渤
海
的
中
京
和
朝
雪
道
」
、
前
掲
）
は
両
者

　
は
規
模
が
小
さ
す
ぎ
、
或
い
は
遼
・
金
口
の
遺
肚
で
あ
る
と
し
て
却
け
、
か
つ
て

　
鳥
山
喜
一
氏
が
顕
州
に
当
て
た
蘇
密
城
が
長
嶺
尉
境
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

②
山
崎
捻
与
編
『
満
州
地
名
大
辞
典
』
（
同
辞
典
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
）
。

③
松
井
等
「
許
充
宗
の
行
程
録
に
兇
ゆ
る
遼
金
時
代
の
満
州
交
通
路
」
（
『
満
州
歴

　
史
地
理
隠
二
、
一
九
一
三
年
）
参
照
。

④
外
山
軍
治
「
松
茸
紀
聞
の
著
者
洪
皓
に
つ
い
て
」
（
『
金
朝
史
研
究
』
、
東
洋
史

　
研
究
会
、
　
一
九
六
四
年
）
参
照
。

⑤
石
井
正
敏
「
日
渤
交
渉
に
お
け
る
渤
海
高
句
麗
継
承
國
意
識
に
つ
い
て
」
（
『
中

　
央
大
学
学
火
学
院
研
究
年
報
』
閥
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

⑥
　
竹
内
虎
治
「
鴨
緑
江
の
水
運
」
（
『
満
鉄
調
査
月
報
』
一
ニ
ー
一
一
、
　
一
九
～
ニ
ニ

　
年
）
。

⑦
　
竹
内
虎
治
前
掲
報
皆
に
お
い
て
も
、
鴨
鯖
江
を
航
行
す
る
船
舶
の
種
類
を
解
説

　
し
て
、
金
子
の
項
に
は
「
黒
子
は
戎
克
の
一
種
で
安
東
、
幡
児
山
の
閾
を
往
来
し

　
…
…
」
と
あ
り
、
高
瀬
舟
の
項
に
は
「
高
瀬
舟
は
船
底
の
編
平
な
る
浅
瀬
用
の
船

　
で
あ
っ
て
営
林
賑
が
明
治
四
十
年
に
試
達
せ
し
に
始
ま
る
、
従
来
の
融
子
の
航
行

　
は
幡
児
由
下
流
に
限
ら
れ
た
が
高
瀬
舟
は
能
く
上
流
百
二
十
浬
な
る
長
白
州
、
恵

　
山
面
迄
濫
行
し
得
ら
れ
其
の
航
行
区
域
を
拡
大
し
た
…
：
」
と
あ
り
、
や
は
り
高

　
瀬
舟
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
伝
統
的
船
舶
で
は
、
幡
児
山
（
臨
江
）
が
遡
り
得
る

　
限
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
揖
え
て
い
る
。

⑧
　
渤
海
は
初
代
大
韓
栄
の
時
に
朝
貢
関
係
を
結
ん
だ
が
、
第
二
代
の
大
武
芸
の
時

　
に
唐
が
渤
海
の
北
に
居
た
黒
水
蘇
輻
に
鵬
廉
州
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
を
契
機
に

　
両
者
の
緊
張
関
係
が
高
ま
り
、
遂
に
渤
海
が
登
州
を
攻
撃
す
る
ま
で
に
至
る
一

　
古
畑
徹
「
膚
渤
紛
争
の
展
閣
…
と
国
際
情
勢
」
（
『
集
団
東
洋
学
』
五
五
、
一
九
八
六

　
年
）
参
照
…
。
こ
れ
が
収
拾
さ
れ
て
以
後
は
大
き
な
紛
争
は
見
ら
れ
ず
、
ほ
と

　
ん
ど
連
年
、
多
い
と
き
は
は
一
年
に
数
回
朝
貢
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

⑨
　
た
だ
し
李
異
才
氏
（
「
琿
春
渤
海
古
城
考
」
、
前
掲
）
は
春
化
の
平
城
は
遼
・
金

　
代
の
も
の
と
し
て
お
り
、
山
城
の
遣
肚
の
存
在
も
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
一

　
方
で
馬
滴
達
付
近
の
二
ヵ
所
に
王
侠
氏
が
挙
げ
て
い
な
い
山
城
の
存
在
を
報
告
し

　
て
い
る
。

⑩
張
太
湘
「
大
城
子
古
城
調
査
記
」
（
『
文
物
資
料
叢
刊
』
四
、
一
九
八
一
年
）
。
ま

　
た
こ
の
付
近
で
は
渤
海
時
代
の
墓
群
が
発
掘
さ
れ
、
黒
竜
江
物
文
考
古
工
作
隊
・

　
吉
林
大
学
歴
史
系
専
業
「
東
寧
大
城
子
渤
海
墓
葬
発
掘
諸
芸
」
（
『
考
古
』
一
九
八
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r
二
一
三
）
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑪
石
井
正
敏
「
初
期
日
渤
交
渉
に
お
け
る
一
触
題
！
新
羅
征
討
計
醐
中
止
と
の

　
関
連
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
史
学
論
集
対
外
関
係
と
政
治
文
化
』
第
一
、
森
克
己

博
士
古
稀
記
念
会
員
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

⑫
新
妻
利
久
氏
（
前
掲
魯
）
は
、
東
京
龍
原
府
の
外
港
で
あ
る
ポ
シ
ェ
ト
湾
が
凍

結
す
る
冬
季
に
渤
海
使
が
来
航
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
仁
（
九
世
紀
前
半
）
以

降
の
遺
使
は
専
ら
南
京
南
海
府
の
吐
号
浦
を
鴫
梨
地
と
し
た
ど
し
て
お
り
、
こ
れ

を
承
け
た
上
田
雄
「
渤
海
使
の
海
事
史
的
研
究
」
（
『
海
事
史
研
究
』
四
ゴ
～
、
　
一
九

八
六
年
）
も
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
南
京

南
海
府
は
九
世
紀
に
入
っ
て
東
京
龍
原
府
に
替
っ
て
対
日
交
渉
の
拠
点
と
な
っ
た

こ
と
に
な
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
五
京
全
て
に
つ
い
て
充
分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
な
る
。

　
五
京
の
う
ち
、
上
京
露
量
府
は
黒
竜
江
省
寧
安
県
東
京
城
に
、
中
京
顕
出
府
は
吉
林
省
和
竜
県
西
古
城
に
、
東
京
龍
原
字
は
同
省
琿
春
立
八

連
城
に
比
定
し
て
聞
題
は
な
い
。
た
だ
、
中
京
顕
魔
窟
は
『
遼
史
』
地
理
志
の
検
討
か
ら
温
州
で
は
な
く
顕
州
に
置
か
れ
た
と
し
た
。
同
じ
：

『
遼
遠
』
の
記
述
か
ら
、
異
論
の
あ
る
酉
京
鴨
濠
府
は
吉
林
省
臨
江
県
に
当
た
る
と
考
え
る
。
南
京
南
海
府
の
位
置
は
な
お
確
定
で
き
な
い
が
、

威
鏡
熱
磁
北
愚
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
七
の
置
か
れ
た
意
義
を
考
え
た
際
に
、
王
都
で
あ
る
上
京
鉱
泉
府
以
外
の
京
の
持
つ
役
割
の
一

つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
対
外
交
通
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
唐
と
の
交
通
は
重
視
さ
れ
、
二
本
の
ル
ー
ト
上
に
は
と
も
に
府

が
概
か
れ
た
が
、
契
丹
・
契
に
よ
っ
て
西
寄
り
の
ル
ー
ト
が
し
ば
し
ば
塞
が
れ
た
た
め
、
東
の
鴨
緑
江
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
の
比
重
が
高
ま
り
、

そ
れ
が
鴨
湶
府
に
西
京
の
名
が
付
さ
れ
て
重
視
さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
鴨
緑
江
沿
岸
で
、
高
句
麗
時
代
の
政
治
的
中
心
地
で
あ
る
集

安
で
は
な
く
臨
江
に
西
京
鴨
濠
府
が
置
か
れ
た
の
は
、
唐
と
の
交
易
に
よ
る
物
資
の
流
通
に
お
い
て
水
路
と
陸
路
の
転
換
点
と
い
う
直
江
の
地

理
的
条
件
が
よ
り
重
視
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
交
易
ル
ー
ト
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
は
東
京
龍
原
府
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
渤
海
の
地
方
支
配
は
、
交
通
路
と
そ
の
上
の
要
地
を
押
さ
え
る
い
わ
ば
「
点
と
線
の
支
配
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
「
点
」
の
う
ち
特



渤海の交通路と五京（河上）

に
重
要
視
さ
れ
た
の
が
五
京
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
点
」
が
ど
う
い
う
意
味
で
重
要
な
の
か
を
考
え
た
と
き
、
政
治
的
、
或
い
は

軍
事
的
意
義
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
経
済
的
要
因
も
考
え
得
る
こ
と
を
西
京
鴨
濠
府
の
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
重

要
拠
点
で
あ
っ
た
五
京
を
、
渤
海
の
支
配
者
層
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
押
え
え
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
は
残
念
な
が
ら

充
分
に
論
じ
る
だ
け
の
史
料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
断
片
的
に
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
拙
稿
で

述
べ
た
よ
う
に
、
府
の
長
官
で
あ
る
都
督
は
民
政
長
官
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
軍
団
の
長
と
し
て
の
役
割
を
有
し
て
い
た
。
京
名
を
付
し
た
府

は
特
に
大
規
模
な
軍
団
を
擁
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
遼
史
』
巻
七
三
、
瀟
阿
古
特
昇
に
、
契
丹
が
渤
海
王
都
の
上
京
龍
泉
府
を
陥

れ
た
後
の
各
府
・
州
の
抵
抗
に
つ
い
て
記
し
て
、

　
　
已
に
降
り
し
郡
県
復
た
叛
し
、
盗
賊
蜂
起
す
。
阿
古
只
、
康
史
記
と
こ
れ
を
討
ち
、
向
う
所
鼓
即
せ
し
む
。
た
ま
た
ま
賊
の
游
騎
七
千
、
鴨
出
府
よ
り
来

　
　
援
し
、
勢
張
る
こ
と
甚
だ
し
。
薗
古
型
、
鷹
島
の
精
鋭
を
導
い
て
直
ち
に
其
の
鋒
を
犯
し
、
一
戦
し
て
こ
れ
に
克
つ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
鴨
濠
府
か
ら
七
千
の
兵
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
「
游
騎
」
で
あ
る
か
ら
、
鴨
毒
魚
全
体
で
は
そ
れ
以
上
の
兵
を

擁
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
旧
唐
書
』
渤
海
靱
輯
伝
の
「
編
戸
十
余
万
、
勝
兵
数
万
人
」
と
い
う
数
字
か
ら
見
る
と
か
な
り
の
割
舎

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
五
経
が
他
に
比
し
て
強
力
な
兵
力
を
有
し
て
各
地
方
に
統
制
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
な
ら
、
帰
京
に
は
中
央
と
の
結
び
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
強
い
人
間
を
配
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
第
三
代
大
壷
茂
の
娘
貞
孝
公
主
訴
の
位
置
で
あ
る
。
貞
孝
公
主
面
を
含
む
竜
頭

山
渤
海
古
差
歯
は
吉
林
省
和
竜
門
に
あ
り
、
そ
の
北
に
は
中
京
顕
徳
府
瑳
と
さ
れ
る
西
古
城
が
存
在
す
る
。
墓
誌
に
よ
れ
ば
最
善
公
主
は
大
興

五
六
年
（
七
九
二
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
渤
海
の
王
都
は
上
京
龍
幕
府
か
ら
東
京
龍
原
府
へ
徒
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
貞
孝
公

主
は
王
都
と
は
捌
の
京
で
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岡
じ
く
大
欽
茂
の
娘
で
あ
る
貞
恵
公
主
の
場
合
も
亡
く
な
っ
た
と
き
の
王
都
上
京
霊
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

府
で
は
な
く
旧
国
の
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
r
山
国
は
渤
海
建
圏
の
地
で
あ
り
、
貞
恵
公
主
は
建
国
以
来
の
王
族
の
眠
る

地
に
帰
車
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
貞
孝
公
主
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
説
明
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
貞
孝
公
主
が
そ
の
夫
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（
鮒
馬
）
の
任
地
で
亡
く
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
中
京
に
は
王
の
騨
馬
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

墓
誌
に
は
貞
孝
公
主
が
「
染
谷
の
西
原
に
陪
葬
」
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
頭
山
古
東
西
に
は
王
族
の
墓
を
含
む
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
中
京
に
は
騎
馬
の
み
な
ら
ず
王
族
が
派
遺
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
渤
海
で
は
中
央
官
制
あ
る
い
は
唐
へ
の
使
節
の
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

遣
の
ぼ
う
な
重
要
な
場
面
で
し
ぼ
し
ぼ
王
族
で
あ
る
大
氏
が
登
場
す
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
地
方
の
重
要
拠
点
で
あ
る
京
を
押
岩
え
る
え

め
に
や
は
り
王
の
血
縁
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
渤
海
の
五
京
は
そ
れ
以
外
の
地
に
比
し
て
多
数
の
軍
を
も
ち
、
そ
れ
を
押
さ
え
る
た
め
に
は
王
の
血
縁
が
利
用
さ
れ
た
こ

と
を
述
べ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
な
お
仮
説
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
具
体
的
な
五
玉
の
機
構
、
そ
れ
が
ど
う
機
能
し
た
か
な
ど
に
つ
い
て

は
ま
っ
た
く
考
え
る
手
が
か
り
が
っ
か
め
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
史
料
の
残
っ
て
い
る
遼
・
金
の
五
京
の
場
合

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

①
第
二
章
註
⑨
参
照
。
ま
た
墓
誌
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
王
承
礼
「
唐
代
渤
海
『
貞

　
恵
公
主
墓
誌
』
和
『
貞
孝
公
主
墓
誌
』
的
比
較
研
究
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九

　
八
二
一
一
、
邦
訳
古
畑
徹
、
『
朝
鮮
学
報
』
一
〇
三
）
参
照
。

②
　
第
二
山
流
⑪
・
⑫
参
照
。

③
　
宮
内
庁
聲
陵
部
所
蔵
の
壬
生
家
文
書
『
古
往
来
消
息
雑
六
』
所
収
の
渤
海
国
威

　
和
一
一
年
中
台
省
牒
の
宋
尾
に
は
、
後
に
第
一
二
代
王
と
な
る
大
虞
晃
が
政
堂
省

　
（
唐
の
尚
書
省
に
当
た
る
）
の
長
官
で
あ
る
大
内
相
の
肩
雷
き
を
も
っ
て
登
場
す

る
し
、
『
高
麗
史
』
巻
一
　
太
祖
世
家
、
入
年
九
月
庚
子
條
に
は
高
麗
に
亡
命
し

た
渤
海
人
に
礼
部
卿
大
蒲
釣
・
工
部
卿
大
福
蕃
・
左
右
衛
将
軍
大
審
理
の
名
が
見

え
る
よ
う
に
、
文
武
の
要
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
六
四
～
九
六
五
、
［
藩
臣
部
、
封
冊
二
～
三
に
は
、
泓
…

海
の
遣
唐
使
と
し
て
し
ば
し
ば
王
子
・
王
弟
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
例
が
見
え
る
。

　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
高
槻
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（　　）現代地名

一一一一 o州ルート（朝貢道）

一一一
@営彊・【ノレー　ト（営ゾ矧」芭）

一一L・一 ﾈ九宗行程

　五京一五階の位懲こ．Oいてはなお異論のあるものが少なくないが，ここでは墓本的に鳥山憲一氏（r渤陽圧史上の諸悶鵬　　はじめに詰⑤）に従っておいた。
ただ本文で論じたよ． ､に，西京鴨濠府は吉林省臨江県に当てた。．また，中華人民共和国による発掘の成果から，率賓府は黒竜江劣來禦県に当てた（第二章

i⑩参照）。なお，間日ルートについては李建才「渤海中京和朝貢道」（はじめに註⑦），東京からボシェト湾へ至るルートについては王侠r琢春的渤海遺玩
与日本道」（同上），許充宗行程については松井等r許充宗の行程録に見ゆる遼金時代の満州交逓路」（第二章註③）を参考1こした。
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centuries，　the　increase　of　the　feyoshinmai　is’　illustrated　by　the　increase

in　the　7’ishimai，　the　allocation　of　the　shomai　to　the　salaries　of　the　othc－

ials，　and　similar　occurances．　This　reflected　the　rising　demand　for　rice

as　an　advantageous　means　of　exchange．　Also　during　the　g　th　century，

fewer　and　fewer　inhabitants　of　the　to］’o　engaged　in　agricultural　activities．

As　a　consequence，　the　population　of　consumers　increased．　Thus，　it　is

against　tkis　background　of　a　shift　from　the　ancient　tojo　to　a　medieval

city，　that　the　increase　in　feptoshinmai　and　the　relatively　increasing　impo－

rtance　of　rice　in　the　area　of　national　finance，　ought　to　be　understood．

The　Roads　and　Five　Capitals五和of　Bohai渤海

KAwAKAMI　Yo

　　It　is　confirmed　by　examining　the　geographical　section　in　the　Liaoshi

（遼史地理志）that　Zhongjing　Xiandefu中京丁丁府was　located　in　the　site

of　Xigucheng西古城of　Helong和龍Prefecture　of　Jiling　Province，　the

Place　named　Xianzhou顕V・bl　at　the　time，　and　Xijing　Yalufu西京鴨濠府

in　Linjiang野江Prefecture　of　the　same　Province．

　　One　of　the　functions　of　five　capitals　was　to　serve　as　bases　in　foreign

areas。　Bohai　regarded　its　relations　with　the　Tang唐dynasty　as　most

important，　and　there　were　two　routes　between　Bohai　and　the　Tang

dynasty．　But　the　western　route　of　the　two　was　often　obscured　by　the

Qidan契丹and　Xi契nations，　so　the　eastern　route，　by　way　of　the　Yalu

River（鴨緑江），　became　more　important．　This　is　why　the　name　Xijing，

western　capital，　was　added　to　Yalufu．　Along　the　Yalu　River，　Xijing　was

located　not．　in　Ji－an同勢，　the　political　center　before　that　time，　but　in

Linjiang　owing　to　the　fact　that　it　was　the　junction　of　a　land　route　and

a　water　route　and　regarded　as　an　important　base　along　the　trading　route

with　the　Tang　dynasty．　lt　can　also　be　said　that　Dongjing　Longyuanfu

東京龍門府functioned　as　a　base　along　the　trading　route．　Thus，　as　to　the

functions　of　the　five　capitals，　we　must　consider　not　only　their　political

but　also　their　economical　functions，

（993）




